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男鹿総合観光案内所 露天販売及びフリーマーケット利用の際の条件とルール 

 

【営業行為について】 

露店スペースにおける販売については、男鹿の物産販売を基本としています。 

社会通念上不適切と判断されるもの、品質の保証が出来ないもの、違法及びその可能性のあるものは販売できませ

ん。また、当案内所が相応しくないと判断した商品及び行為も制限させていただきます。 

(例：偽ブランド品など法律で禁止されているもの、許可や届け出の必要なもの、品質の保証が出来ないものは販売

できません。) 

 

【出店申請について】 

◆出店に関しては、出店申請書に必要事項をご記入の上、郵送か FAX（0185-35-5400）、又は窓口へご提出下さい。 

◆受付期間は出店希望日の 3 日前までとし、当日の申請は受け付け致しません。申請書提出後の追加希望についても

同様のものとします。 

◆出店可能数に限りがありますので、申請が重なった場合は先着順となります。出店申請が受け付けられない場合、

当案内所（0185-35-5300）より電話にて連絡致しますので、確実に連絡の取れる電話番号をご記入ください。連絡

の行き違いによる出店のトラブルについては対応致しかねますのでご了承ください。 

 

【ブース数・面積・料金について】 

◆一人または 1団体につき 1区画とします。 

◆1区画はおおよそ 1.8m×2.7mの約 4.8㎡となります。 

◆出店場所・料金については下記のとおりとなります。 

 

場所 対象出店者 出店可能数 出店料金 場所決定方法 

露店スペース 

（軒下） 

露店販売・男鹿の物産

販売（空きスペースが

ある場合はフリーマー

ケット出店者も可） 

6区画 露天販売５００円 

男鹿物産販売・フリー

マーケット２００円 

露天販売・男鹿物産販売は事前

に当案内所で決定。空きスペー

スは当日 9：30 より抽選にて決

定 

テント フリーマーケット 8区画 ２００円 当日 9：30より抽選にて決定 

※空いた軒下スペースについては、フリーマーケット出店者に 9:30より抽選で開放する。 

※当日抽選に間に合わなかった場合は、残っているスペースでの出店となります。 

※露店スペースである軒下は、露店・男鹿の物産販売者を優先とする。 

※出店可能数が上限に達した場合のキャンセル待ちについては受付致しません 
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◆出店場所については露店・男鹿の物産販売者を優先的に決定後、残りのスペースを当日抽選の形で決定いたします。 

◆料金は出店日当日の受付時にお支払いください。抽選は出店料金を頂いてからとなります。 

 

【商品の搬入・撤去・駐車場所について】 

◆開催時間は１０：００～１６：００とし、時期により変動する場合がありますので、申請書をあらかじめご確認下

さい。搬入は抽選終了後にお願い致します。 

◆撤去の際は管理者へ当日の売り上げの報告をお願いいたします。 

◆搬入・撤去の際は、利用者の邪魔にならないよう配慮し準備してください。 

◆駐車場は管理者が指定した駐車スペースをご利用ください。 

 

【備品の貸し出しについて】 

◆貸出用のイス・テーブルは、数に限りがありますのでご了承ください。 

 

【出店者の義務と責任について】 

◆出店者は、出店の条件とルールを遵守することを義務とし、違反などした場合にはその責任を負うこととなります。

また、職員の指示に従わなかったなど悪質な場合は、今後の出店をお断りいたします。 

◆グループ又は、共同で出店する場合は、利用責任者が申請者となり申請してください。また、事故などの責任はす

べて利用責任者が負うこととなります。 

◆申込者が未成年の方は出店できません。 

◆購入者との商品に関するトラブルについては、当案内所は一切関知しませんので互いに責任を持って行ってくださ

い。 

◆ブース以外での販売や指定された区域以外での、はみ出し販売行為は禁止といたします。 

◆金額の多少にかかわらず、販売した商品には必ず返品、交換できる旨の説明をしてください。また、販売した当日

に限っては極力返金に応じるようにしてください。 

◆出店者(利用責任者)は売り上げを日々事務局に報告してください。お客様からの苦情やトラブルが発生した場合も

同様とします。 

※この項目については「男鹿総合観光案内所（露店ｽﾍﾟｰｽ/ﾎｰﾙ等）利用の際の条件とルール」に準ずるものとします。 

 

【キャンセル及び予約日の変更について】 

◆出店のキャンセルや予約日の変更が発生した場合は、必ず電話か FAXで開催時刻前までに連絡してください。 

◆連絡がなく未出店であった場合は、当月の全ての出店申請を取り下げたものとみなします 

 

 

 

 

連絡・問い合わせ 

男鹿総合観光案内所 

電話 0185-35-5300 

FAX  0185-35-5400 

 

(平成 24年 4月作成) 


